
 

各務原市障害福祉サービス等に係る代替サービス支援事業費補助金交付要綱 

（令和２年５月１９日決裁） 

（趣旨） 

第１条 市は、新型コロナウイルス感染症対策のため、障害福祉サービス（障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２３号。

以下「障害者総合支援法」という。）第５条第１項に規定する障害福祉サービスを

いう。以下同じ。）及び障害児通所支援（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）

第６条の２の２第１項に規定する障害児通所支援をいう。以下同じ。）（以下「障

害福祉サービス等」という。）を提供する事業所が、通常提供する入所又は通所に

よるサービスに代わり、電話等による代替的な方法で提供するサービス（以下「代

替サービス」という。）を行う場合、代替サービスに係る利用者負担額に対し、予

算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、各務原市補助金交

付規則（昭和３８年規則第３４号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、

この要綱の定めるところによる。 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付の対象となる者は、障害福祉サービス等を提供する事業者とす

る。 

（補助事業） 

第３条 補助事業は、次に掲げる障害福祉サービス等の代替サービスを提供したと市

長が認めたものについて、当該代替サービスに係る利用料（実費負担を除く。以下

同じ。）の全額を利用者又はその保護者に請求しない事業で、令和２年４月１日か

ら同年６月３０日までの期間に提供された代替サービスに係るものとする。 

（１）次に掲げる障害福祉サービス 

ア 障害者総合支援法第５条第７項に規定する生活介護 

イ 障害者総合支援法第５条第１０項に規定する施設入所支援 

ウ 障害者総合支援法第５条第１７項に規定する共同生活援助 

エ 障害者総合支援法第５条第１２項に規定する自立訓練 

オ 障害者総合支援法第５条第１３項に規定する就労移行支援 

カ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則（平

成１８年厚生労働省令第１９号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。）

第６条の１０第１号に規定する就労継続支援Ａ型 



 

キ 障害者総合支援法施行規則第６条の１０第２号に規定する就労継続支援Ｂ型 

（２）次に掲げる障害児通所支援 

ア 児童福祉法第６条の２の２第４項に規定する放課後等デイサービス 

イ 児童福祉法第６条の２の２第２項に規定する児童発達支援 

ウ 児童福祉法第６条の２の２第３項に規定する医療型児童発達支援 

（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、前条に規定する事業として利用者又はその保護者に請求しな

かった利用料の金額の合計額とする。 

（補助金の交付の申請） 

第５条 補助金の交付を受けようとする者は、各務原市障害福祉サービス等に係る代

替サービス支援事業費補助金交付申請書（様式第１号）を市長に提出するものとす

る。 

（補助金の交付の決定） 

第６条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類等を審

査し、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容を各務原市障害

福祉サービス等に係る代替サービス支援事業費補助金交付決定通知書（様式第２号）

により、当該申請をした者に通知するものとする。 

（補助金の交付の請求） 

第７条 補助金の交付の決定を受けた者は、速やかに各務原市障害福祉サービス等に

係る代替サービス支援事業費補助金交付請求書（様式第３号）を市長に提出するも

のとする。 

（関係書類の保存） 

第８条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類を整理し、か

つ、当該書類を補助事業の完了した年度の翌年度から５年間保存しなければならな

い。 

（手続の省略） 

第９条 規則第１９条の規定により、規則第１１条の規定による補助事業の実施報告

及び規則第１３条の規定による補助金の額の確定は、省略するものとする。 

（守秘義務） 

第１０条 補助事業者及びその従事者は、補助事業により知り得た個人情報を他に漏

らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。 



 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この要綱は、決裁の日から施行し、令和２年４月１日以後に提供された代替サービ

スについて適用する。 



 

様式第１号（第５条関係） 

年  月  日 

 

（宛先）各務原市長 

 

 

                   （所 在 地） 

                   （事業者名） 

                   （代表者名）           ㊞         

 

各務原市障害福祉サービス等に係る代替サービス支援事業費補助金交付申請書 

 

 次のとおり、各務原市障害福祉サービス等に係る代替サービス支援事業費補助金の

交付を受けたいので、各務原市障害福祉サービス等に係る代替サービス支援事業費補

助金交付要綱第５条の規定により申請します。 

 

記 

 

１ 交付を受けようとする補助金の額 

          円 

    

２ 対象となる代替サービスの提供期間 

  年  月  日～   年  月  日 



 

３ サービス別明細 

 

対象サービス 対象金額（円） 

生活介護  

施設入所支援  

共同生活援助  

自立訓練  

就労移行支援  

就労継続支援Ａ型  

就労継続支援Ｂ型  

放課後等デイサービス  

児童発達支援  

医療型児童発達支援  

計  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４ 受給者別明細 

 

受給者番号 氏名 対象日数 対象金額（円） 対象サービス 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

様式第２号（第６条関係） 

各務原市指令  第     号 

年  月  日 

 

          様 

 

各務原市長          

 

各務原市障害福祉サービス等に係る代替サービス支援事業費補助金交付決定通知書 

 

    年  月  日付けで申請のあった各務原市障害福祉サービス等に係る代替

サービス支援事業費補助金については、各務原市障害福祉サービス等に係る代替サー

ビス支援事業費補助金交付要綱第６条の規定により、次のとおり交付することに決定

したので通知します。 

 

記 

 

１ 補助事業は、   年 月 日付けで申請のあった各務原市障害福祉サービス等

に係る代替サービス支援事業費補助金交付申請書（様式第１号）に記載されたとお

りとする。 

 

２ 補助金の額は、次のとおりとする。 

          円 

 

交付条件 

１ この補助金は、上記目的を遂行するために要する経費として交付するものであるから、その目的以外に支出できないこと。 

２ この補助金について、目的外又は不当な支出等があったときは、補助金の返還を命ずるものであること。 

３ 事業の内容の変更・中止・廃止をする場合は、市長の承認を受けること。 

４ 市長若しくはその委任を受け、若しくは命を受けた者が行う調査又は監査委員の監査に応ずること。 



 

様式第３号（第７条関係） 

年  月  日 

 

（宛先）各務原市長              

 

 

                   （所 在 地） 

                   （事業者名） 

                   （代表者名）           ㊞ 

 

各務原市障害福祉サービス等に係る代替サービス支援事業費補助金交付請求書 

 

    年  月  日付け各務原市指令   第   号で交付決定を受けた補助

金について、交付を受けたいので次のとおり請求します。 

 

記 

 請求金額               円 

 

事業者名  

所在地  

電話番号  

ＦＡＸ  

 

振

込

口

座 

 

フリガナ 

口座名義人 

 

金融機関名  

支店名  

口座の種類 当座  ・  普通 

口座番号  


